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第１章 計画の基本理念

【計画の背景、経過】 

１ 計画策定の背景 

○ 本県では、県民の誰もが、いつでも、どこでも適切な医療を受けることができるよう保健医

療施設の基盤整備や体制づくりを進めるとともに、健康の保持増進から疾病の予防、治療、リ

ハビリ、在宅ケアに至る一貫した生活習慣病対策を積極的に推進してきました。

○ しかしながら、少子高齢化の急速な進展や、生活習慣病の増加に伴う疾病構造の変化、医療

の高度化・専門化など県民の保健医療を取り巻く環境は大きく変化しており、県民のニーズも

複雑化、多様化してきています。

○ また地震、豪雨等の自然災害の発生や、新型インフルエンザをはじめとした多様な健康危機

に対する備えも求められています。 

○ こうした中、地域の限りある医療資源が、その機能を十分に発揮できるような連携体制を確

立することが喫緊の課題です。

２ 計画策定の経過 

○ 昭和60年の医療法の一部改正により、地域における医療を提供する体制の確保に関する計画

（医療計画）の作成が各都道府県に義務づけられました。

○ 本県においては、昭和62年8月に医療圏及び必要病床数を記載した「愛知県地域保健医療計

画」を作成し、その後、医療法による5年ごとの見直し及び医療法の一部の改正に伴う計画の

見直しを行い、これまでに7回の見直しを行ってきました。 

○ 平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律」（平成26年法律第83号）が制定され、病床の機能の分化と連携を推進する

ため、医療法が改正され、医療計画の一部として、地域医療構想を策定することとされました。

（愛知県地域保健医療計画の見直しの状況）

昭和62年 8月 
愛知県地域保健医療計画策定（２次医療圏、必要病床数を記載） 

（計画期間：昭和62年8月～平成4年7月） 

平成元年 3月 任意的記載事項（各種の保健医療対策）を公示 

平成 4年 8月 
第1回見直し（各医療圏計画も策定） 

（計画期間：平成4年8月～平成9年7月） 

平成 9年 8月 
第2回見直し 

（計画期間：平成9年8月～平成14年7月） 

平成10年10月 県計画で「療養型病床群の整備目標」を追加公示 

平成13年 3月 
第3回見直し（２次医療圏、基準病床数を見直し） 

（計画期間：平成13年4月～平成18年3月） 

平成18年 3月 
第4回見直し（基準病床数を見直し） 

（計画期間：平成18年4月～平成23年3月） 

平成20年 3月 
第5回見直し（4疾病5事業を中心とする医療連携体制等を追加記載） 

（計画期間：平成20年4月～平成25年3月） 

平成23年 3月 
第6回見直し（２次医療圏、基準病床数を見直し） 

（計画期間：平成23年4月～平成28年3月） 
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平成 25 年 3 月 第7回見直し（精神疾患を既存の４疾病に追加記載） 

（計画期間：平成 25 年 4月～平成 30 年 3 月）

平成 28 年 4 月 基準病床数を見直し 

（適用期間：平成28年4月～平成30年3月） 

平成 28 年 10 月 「愛知県地域医療構想」を追加公示 

３  今回の計画の見直し 

○ 国において医療計画の見直しが検討され、引き続き、5疾病（がん・脳卒中・心筋梗塞等の

心血管疾患・糖尿病・精神疾患）5事業（救急医療・災害医療・へき地医療・周産期医療・小

児医療）及び在宅医療について重点的に取組みを推進することや、平成37年(2025年)における

地域の医療提供体制の姿を明らかにし、バランスのとれた病床の機能の分化と連携を推進する

ために定めた「地域医療構想」を踏まえることとされ、平成29年3月、「医療提供体制の確保

に関する基本方針」及び「医療計画作成指針」が改正されたことから、今回、本県の計画も見

直すこととしました。 

 ○ また、「愛知県がん対策推進計画(第3期)」、「愛知県高齢者健康福祉計画（第7期）」など

各種の計画が新たに策定されることから、これらと整合性を図るための所要の見直しも行いま

した。 

  ○ なお、医療法改正により、計画期間について、従来は５年間でしたが、今回から６年間とな

りました。 

   今後は、市町村が策定する介護保険事業計画及び本県の愛知県高齢者健康福祉計画、障害福

祉計画と見直し・策定サイクルが一致することになります。 

【計画の目的】 

○ 愛知県地域保健医療計画は、県民の多様な保健医療需要に対応し、疾病予防から治療、リハ

ビリ、在宅ケアに至る一貫した保健医療サービスが、適切に受けられる保健医療提供体制の確

立を目指すことを目的とし、次の３つの基本方針の下に、行政関係者、保健医療関係者、県民

などが一体となって共に保健医療の確保、推進を図っていくための計画として策定します。

１ 地域医療の体系化及び地域の特性に配慮した医療機関の機能分担、業務連携を推進し、

効率的な医療提供体制の確立を図ります。

２ 疾病予防等の保健対策を推進し、生涯を通じた健康づくりを支援します。

３ 保健医療従事者の確保、資質の向上及び人材の有効活用を図ります。

【計画の性格】 

愛知県地域保健医療計画は、次の性格を持つものです。

１ 愛知県の保健医療対策の今後の基本方針を示すものです。

２ ２次医療圏での保健医療対策の推進方向を示すものです。

３ 医療機関及びその他関係機関などが整備を進めるに当たっての指針となるものです。
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１  計画目標年次 

○ 計画期間は、平成30年度から平成35年度までの6年間とします。

○ 今後の社会情勢の変化等により、6年以内に再検討を加え、必要があるときは、計画を変更

することとします。なお、在宅医療については、中間年である3年で、必要に応じて見直しを

行います。

２  計画の普及啓発 

○ 愛知県地域保健医療計画は、県、市町村、保健・医療関係機関などが一体となって推進して

いくことが必要であり、計画を達成するためには広く一般県民などに趣旨と内容を十分周知の

上、理解と協力を得ることが極めて重要となります。 

○ このため、本計画の趣旨と内容を県のホームページに掲載するとともに、各種会議で説明す

るなど、幅広い広報活動を効果的に行い、この計画の普及啓発に努めていきます。 

３  計画の推進体制 

（１）全県単位での推進

本県では、愛知県地域保健医療計画の推進のため、愛知県医療審議会の部会として「医療体

制部会」を設置しており、この部会において全県レベルで計画推進のための協議を行い、計画

の目標達成を図ることとします。

（２）２次医療圏単位での推進

各医療圏において、地域の特性を踏まえた計画の推進を図る必要があることから、「圏域保

健医療福祉推進会議」において、推進方策などを調整、協議し、医療圏計画の目標達成を図る

こととします。

４  市町村等との連携 

○ 市町村は、地域住民に直結する基礎的自治体として、住民の健康保持、増進等に寄与する保

健・医療・福祉の施策を実施していますので、医療計画の推進に際しては、一層緊密に市町

村と連携を図っていくこととします。

○ また、保健医療に関する施策を効果的、効率的に実施し、本計画の目標を達成するためには、

関係団体・機関との連携も重要でありますので、一層連携を強化して推進していくこととし

ます。

５  計画の進行管理 

○ 愛知県地域保健医療計画のうち、整備目標や目標値を記載した項目の進行管理については、

愛知県医療審議会に報告し、進捗状況を評価するとともに推進方策等について意見を求める

などして、進行管理の徹底を図ります。

○ また、進捗状況を県のホームページに掲載するなど、広く県民などに進行管理を広報します。

第２節 計画の推進 


